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1.はじめに  
国・地方公共団体の公会計制度は、これまで現金収支に着目した単式簿記が採用されてきま

した。 
一方で、財政の透明性を高め、説明責任をより適切に図る観点から単式簿記による現金主義

会計では把握できない情報（ストック情報（資産・負債）や見えにくいコスト情報（減価償却費

等））を説明する必要性が一層高まっており、そのためにはその補完として複式簿記による発生主

義会計の導入が重要です。また、複式簿記による発生主義会計を導入することで、上記のとおりス

トック情報と現金支出を伴わないコストを含めたフルコストでのフロー情報把握が可能となります。 
以上から、高松市においても平成 28 年度決算より、統一的な基準による財務書類を作成し、

公表しています。 
 

 

 

 

例）非現金支出：減価償却費など  非現金収入：発生主義に基づく未回収の収入など 
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2.従来のモデルからの変更点         
3.作成基準日         

高松市では「基準モデル」を採用していたので、 
①償却資産の貸借対照表表記は直接表記から間接表記になりました。 
②市の保有するインフラ資産の土地の中で、道路、河川及び水路の底地について従来の固

定資産台帳は取得価額や再調達価額で資産計上していましたが、昭和 59 年度以前に

取得したもの、昭和 60 年度以降の取得であっても取得原価が不明なものや無償で取得

したものは、備忘価額 1 円で計上することになりました。  また、それ以外の土地は再調達価額で資産計上していましたが、原則として取得価額で

計上することとなりました。 
③その他償却資産の耐用年数を統一的な基準のものに一部変更しました。 
④統一的な基準で作成することにより他団体との比較が容易になり、本市の財政の健全な運

営に取り組むことが可能になりました。 
 

作成基準日は、各会計年度の最終日としました。今回の令和 2 度決算分では令和 3 年 3

月 31 日となります。なお、地方公共団体に設けられている出納整理期間（翌年度 4 月 1 日か

ら 5 月 31 日までの間）の収支については、基準日までに終了したものとみなして取り扱っていま

す。 
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一般会計等 
全体会計 

連結会計 

4.作成対象とする範囲 
 

 

 

 

 

一般会計 
母子福祉資金等貸付事業特別会計 
中小企業勤労者福祉共済事業特別会計 
国民健康保険事業特別会計 
介護保険事業特別会計 
後期高齢者医療事業特別会計 
競輪事業特別会計 
駐車場事業特別会計 
下水道事業会計 
病院事業会計 
卸売市場事業特別会計 
食肉センター事業特別会計 
香川県後期高齢者医療広域連合 
香川県広域水道企業団 
高松市土地開発公社 
公益財団法人高松市学校給食会 
公益財団法人高松市福祉事業団 
公益財団法人高松市スポーツ協会 
公益財団法人高松市国際交流協会 
公益財団法人高松観光コンベンション・ビューロー 
株式会社高松市食肉卸売市場公社 
公益財団法人高松市文化芸術財団 
有限会社香南町農業振興公社 
有限会社湯遊しおのえ 
 

 

 

  

財務書類の対象となる会計（団体）は、一般会計等、全体、連結となります。他団体との比較

は、一般会計等が中心となることから、一般会計等の区分で財務書類の分析を行いました。 
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※高松市人口 424,258人（令和 3年 4月 1日） 

※金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 

（単位：億円） 

（単位：万円） 

5.一般会計等財務書類について 
(1)一般会計等貸借対照表（BS）  
貸借対照表では、基準日現在で、どれだけの資産や負債があるのかを把握できます。 
左側の「資産」は、保有する資産の内容や金額が記載してあります。 
右側の「負債」及び「純資産」は、「資産」を形成するためにどのような財源措置をしてきたかを表してい

ます。 「負債」は、今後、負担すべき債務であることから将来世代に対しての負担ととらえることができ、

一方で、「純資産」は、今後負担する必要性のない資産、言い換えればこれまでの世代や現在の世代、

または国、県が負担した分となります。                        貸借対照表（BS）    （令和 3 年 3 月 31 日現在） 
固定資産 4,589 固定負債 1,850  有形固定資産 4,302  地方債 1,615   事業用資産 2,316  退職手当引当金 235   インフラ資産 1,919  その他 0   物品 67 流動負債 206  無形固定資産 2  1 年内償還予定地方債 168  投資その他の資産 285  賞与等引当金 21   投資及び出資金 171  その他 17   基金 57      長期貸付金等 57 負債合計 2,056 
流動資産 177 純資産合計 2,711  現金預金 61      基金 104      未収金等その他 12     
資産合計 4,767 負債・純資産合計 4,767 

市民一人あたりの貸借対照表    
  

資産 112 負債 48 
純資産 64 
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（単位：億円） 

（単位：万円） 

(2)行政コスト計算書（PL） 

 

行政コスト計算書は、民間企業の損益計算書にあたるもので、行政運営にかかったコストのうち、例え

ば人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない行政サービスに要したコストを表したもので

す。また、実際に現金の支出を伴うサービスのほかに、減価償却費や退職手当引当金などの現金支出

を伴わないコストまでを含んで表しています。 
経常費用と経常収益の差額である純経常行政コストは、受益者負担以外の市税や地方交付税、

国庫支出金・県支出金などで賄わなければならないコストを表すことになります。 
こうしたコストを把握することは、市の内部的には行政活動の効率性につながり、また、単年度の資産

形成費用の多寡にのみ着目せずに、長期的なコスト意識を醸成することにもつながるものと考えられま

す。さらにこれらのコストに対し、使用料等の住民負担がどうであったかを明らかにすることもできます。 
純経常行政コストに対して、臨時に発生する損失、利益を加味して算定されるコストが純行政コスト

です。  
行政コスト計算書（PL）令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日   経常費用 1,949   業務費用 802    人件費 323    物件費等 464    その他の業務費用 15   移転費用 1,148  経常収益 56 
純経常行政コスト 1,894  臨時損失 6  臨時利益 2 
純行政コスト 1,898  

市民一人あたりの行政コスト計算書  
経常費用 46 
経常収益 1 
臨時損失 0 
臨時利益 0 

純行政コスト 45 

 

※高松市人口 424,258人（令和 3年 4月 1日） 

※金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 
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（単位：億円） 

（単位：万円） 

 

(3)純資産変動計算書（NW） 

 

純資産変動計算書は、貸借対照表の純資産が、1 年間でどのような要因で増減したか、を表すもの

で、本年度末純資産残高は貸借対照表の純資産合計と一致します。 
行政コスト計算書には計上されていない、税収・国県等補助金が、本表の財源の調達欄に計上され

ています。また、「純行政コスト」の額が、行政コスト計算書の純行政コスト（「経常費用－経常収益＋

臨時損失－臨時利益」）を賄うもので、金額は一致します（純資産変動計算書上はマイナス要因で

す。）純行政コストの金額に対して、税収・国県等補助金がどのくらいあるかを見ることで、受益者負担

以外の財源によりどの程度賄われているかを把握できます。   
純資産変動計算書（NW）令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日  

前年度末純資産残高 2,833 
純行政コスト △1,898 
財源 1,857  税収等 953  国県等補助金 904 
その他 △81 
本年度末純資産残高 2,711  

市民一人あたりの純資産変動計算書  
前年度末純資産残高 67 
純行政コスト △45 
財源 44  税収等 22  国県等補助金 21 
その他 △2 
本年度末純資産残高 64 

※高松市人口 424,258人（令和 3年 4月 1日） 

※金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 
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※金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 

（単位：億円） 

（単位：万円） 

(4)資金収支計算書（CF） 

 

資金収支計算書は、単年度における資金(現金等)の収支の流れを表したものです。1 年間の資金

の増減を、「業務活動収支」「投資活動収支」「財務活動収支」の３区分に分け、どのような活動に資

金が必要であったかを示しています。 
また、本年度末現金預金残高は、貸借対照表の流動資産の現金預金の金額と一致します。「業

務活動収支」は、日常の行政サービスを行ううえでの収入と支出を表しています。「投資活動収支」は、

公共事業や施設整備等資産形成に関する収入と支出及び、基金積立、貸付金等の収入と支出を表

しています。「財務活動収支」は、地方債等の借入や償還に関する収入と支出を表しています。  
資金収支計算書（CF）令和 2 年 4 月 1 日～令和 3 年 3 月 31 日  

業務活動収支 91 
投資活動収支 △93 
財務活動収支 9 
本年度資金収支額 7 
前年度末資金残高 38 
本年度末資金残高 45   
本年度末歳計外現金残高 16 
本年度末現金預金残高 61   

市民一人あたりの資金収支計算書（CF）  
業務活動収支 2 
投資活動収支 △2 
財務活動収支 0 
本年度資金収支額 0   
本年度末現金預金残高 1 

※高松市人口 424,258人（令和 3年 4月 1日） 
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※金額差は、単位未満の四捨五入によるものです。 

6.財務書類の概要 
     財務書類でわかること 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●貸借対照表（BS） 

 資産をつくるため、約 4割の地方債等の借金を財源としている。 

●行政コスト計算書（PL） 

 経常的な行政活動に必要な費用がその活動で得られる収益で賄えていない。 

●純資産変動計算書（NW） 

 行政活動にかかったコストの方が多かったため、純資産が減少した。 

●資金収支計算書（CF） 

 業務活動と財務活動で得た資金を、投資活動に投下している。 


